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梅雨空を彩るあじさいがきれいです。 

吹くそよ風にも夏の気配が感じられる頃になってきました。 

                                   

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

   ・身体の状態の捉え方  ・家庭で何をするべきか、何をしないでいいのか  ・一番大切なこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 委託講座 
参加者募集 

『に障 「身体に障がいを持った方の家庭での生活を、講師の先生の見解を基に一緒に考え

て ていこう」という講座です。 
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●日 時：７月３日（日）午前９時３０分～１２時 

●会 場：交流ひろば 研修室 

●講 師：伊藤 聖さん（理学療法士） 

●定 員：３０名程度   

●参加費：無 料 

●申込み、問合せ：にじいろのたね（榎本）✉nijiironotane000@gmail.com 

 

 

 

      
           

『 
』
か。 ご家族の記念日に、大切な人に、楽しく作業しながら素敵な作品を作ってみませんか。 

（オリジナルマグカップ制作） 

 

 

 

 

●日 時：７月２３日（土）午前９時３０分～1２時 

●会 場：交流ひろば  交流室 

●講 師：阿蘓 淳一さん（7-Colors 鶴岡ガラスアート工房代表） 

●対 象：親子又は夫婦（ご家族 3名まで） 

●定 員：先着８組      

●参加費：１家族 1,000円（作品代１家族 2個） 

●申込み、問合せ：７月４日（月）から受付開始・tel0234（26）5616 

①名前（ご家族） ②年齢 ③連絡先（電話番号）をお知らせください。 

 

 

 

 

ウィズ講座 
参加者募集 
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平成28 年度      6/23○木～29○水  

男女共同参画週間 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性と男性が共に、職場・学校・家庭・地域等で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男

女共同参画社会」を実現するためには、政府や自治体職員の方々だけでなく、みなさん一人

ひとりの意識を変えていくことが必要です。誰もが多様な暮らしや働き方ができる社会を作

るために何が必要か等について、この機会に考えてみませんか？ 
 
 

 
 
 
 
 

今年も、男女共同参画週間に関するパネルを展示します。ぜひ、ご覧ください。 
 

▼ 場 所：酒田市交流ひろば １階 エントランスホール 

▼ 期 間：6月 21日（火）～30日（水） 

▼ 内 容：男女共同参画基本法 
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6月 23日から 29日までの 1週間は、「男女共同参画週間」です。内閣府では「旧来の労

働慣行や意識を変え、女性も男性も多様な暮らしや働き方が可能な社会を作るためのキャ

ッチフレーズ」を募集し、応募総数 3,299点の中から、審査の結果、以下の作品を選びま

した。〔募集期間：平成 28年 1月 12日～2月 29日〕  

最優秀作品「意識をカイカク。男女でサンカク。社会をヘンカク。」 時田心太郎さん（東京都） 

優秀作品  「いいね、その暮らし方。やれそう、その働き方。」 森山文恵さん（京都府） 

「労働時間をダイエットして、ニッポンをもっと素敵に。」 勝村久司さん（東京都） 
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山形県では、2016年度から 2020年度の 5年間を計画期間とする、「山形県男
女共同参画計画」と「山形県DV被害者支援基本計画」を、新たに策定しました。 
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山形県男女共同参画計画 
 基本目標「一人ひとりがいきいきと能力を発揮しながら、思いやり、支え合う山形県」 

 性別や年齢などの属性に関わりなく、一人ひとりがそれぞれの個性や能力を十分に発揮し、家庭・

職場・地域でそれぞれの役割を果たしながら、みんなが思いやりを持って、支えあっていく山形県

の実現をめざしています 

【重点分野1】雇用等における男女の均等な機会と待遇の確保を促します。 

【重点分野2】ワーク・ライフバランス（仕事と生活の調和）を推進します。 

   【重点分野3】多様な分野での女性の活躍（ウーマノミクス）を推進します。 

   【重点分野4】地域における身近な男女共同参画を推進します。 

   【重点分野5】政策・方針決定過程への女性の参画を拡大します。 

 

山形県DV被害者支援基本計画 
 基本目標「男女が互いの人権を尊重する、暴力のない社会の実現」 

 女性も男性も共に自己の尊厳を大切にしながら、お互いを一人の人間として尊重し、他人を思いや

ることのできる社会の形成に向け取り組みを進めます。 

「予防」から「自立」まできめ細かな対応 

ＤＶは、未然に防止する「予防」が大切です。また、親しい男女間での暴力であることから、潜在

化しやすい傾向があり、第三者が「発見・通報」できる環境の整備も大切です。さらには、実際に

ＤＶ被害にあった場合は、すぐに「相談」したり、配偶者などの暴力から逃れるための「保護」が

適切に行われる体制が重要です。そして、一度被害にあった方が、二度と同じような経験をするこ

とがないように、精神的かつ経済的な「自立」を支援していくことが何よりも重要です。 

「予防」から「自立」まで、行政や関係機関が連携して、支援を推進します。 

 

DＶって何？ 
DV（ドメスティック・バイオレンス「Domestic Violence」は、一般的には、「配偶者や恋人

など親密な関係にある又はあった者から振るわれる暴力」をいい、暴力には、殴る、蹴るといった

身体的暴力のみならず、大声で怒鳴るといった精神的暴力、交友関係を制限するといった社会的暴

力も含まれます。 

 

★詳しくは、県のホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。 

県ホームページ 山形県男女共同参画計画 検索 山形県DV被害者支援基本計画 検索 

◆ウィズに冊子がありますので、閲覧いただけます。 

 

 

 

 

 

山形県からのお知らせ 



厚生労働省は女性活躍推進法に基づく「えるぼし」企業４６社を認定しました 

★山形県では荘内銀行が最上位となる「３段階目」東北初の認定！ 

４月１日に全面施行された女性活躍推進法では、一般事業主行動計画の策定及び策定した

旨の届出を行った企業のうち、一定の基準を満たし女性の活躍推進に関する状況等が優良

な企業について、厚生労働大臣の認定を受けることができる制度が創設されています。女

性の活躍推進に関する実績に係る評価基準は、①女性の採用 ②継続就業 ③労働時間等

の働き方 ④管理職比率 ⑤多様なキャリアコースです。認定は、基準を満たす項目数に

応じて３段階あり、認定を受けた企業は、認定マーク（愛称「えるぼし」）を商品や広告、

名刺、求人票などに使用することができ、女性の活躍を推進している事業主であることを

アピールすることができます。荘内銀行は５項目の評価基準を全てクリアしています。 

 

女性活躍推進法マーク 
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詳しくは厚生労働省のホームページを、ご覧下さい。 

女性活躍推進法特集ページ／厚生労働省 検索 
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酒田市男女共同参画推進センター     

開館 月～土／ 9:00 ～ 22:00、日・祝／9:00 ～ 17:00 

相談 月～金／ 9:00 ～ 16:00 

〒998-0044 酒田市中町三丁目４－５ 交流ひろば内 
Tel／０２３４（２６）５６１６  Fax／０２３４（２６）５６１７ 
E-mail／with@city.sakata.lg.jp 

ȢȭɚȷǯǶ  

職場において、部下のワーク・ライフ・バランスを考え、その人の人生を応援しつつ、組織

の業績を上げ、自ら仕事と生活を楽しむことができる上司や経営者のこと。もちろん対象は

男性だけでなく、女性の場合もあります。 

共働き世代が片働き世代の数を上回り増え続けている今、これまでどおり家庭内の仕事を女

性だけに任せるには限界があります。しかし、男性側は「（家事や育児を）やりたいけれど

やれない」状況（共働き世代は、平成９年以降、片働きを上回り、さらに増加している。家

事や育児に関わりたい男性が増えているにも関わらず、日本の男性の帰宅時間は２０時以降

と遅いため、家事育児の時間がとれないのが現状のようです。）こんなイクメン（家事や育

児に抵抗のない男性）が増えている中、今後は誰もがワークとライフのバランスで働ける職

場環境作りが求められています。それを実践するためには、企業のトップ＝ボスの意識を変

えることが必要です。 

イクボスが増えることで、今までの働き方が変わり、育児・介護・障がいなど、制約がある

人も活躍し、誰もが仕事と生活の調和がとれた充実した生活がおくれる社会になることが期

待できます。 

̝ ǲǯǪǭǶ、満足度が高まり、事業所は生産性の向上や、優秀な人材の確保が期待で

きます。Ή˲ǲǯǪǭǶ、多様な生き方・働き方ができ、すべての人が持てる能力を発揮

できるような社会になります。 

 

 

 


